
参考資料２

健康づくり関連の取組の進捗等について
（令和７年度の取組状況）



⚫ 水産庁からの紹介で、大日本水産会の海務・労務専門委員会

に出席し、船員の健康づくり宣言を通じて健康経営優良法人

認定を推進している旨を説明。（令和７年５月）

⚫ 国土交通省海事局、水産庁、全国健康保険協会船員保険部の

三者が初めて一堂に会し、「船員の健康づくり意見交換会」

を開催。「船員の健康づくり宣言」における船舶所有者との

面談等を通じて明らかとなった船員の健康課題やその背景及

び対策等について担当者レベルで意見交換を実施。（令和７

年５月）

⚫ 国土交通省海事局長交代に伴い、新たに着任された新垣海事

局長と面談を実施し、連携の継続と強化について確認。（令

和７年10月）

⚫ 水産庁長官交代に伴い、新たに着任された藤田長官と面談を

実施し、連携の継続と強化について確認。（令和７年10月）

１．関係団体との連携
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⚫ 船員の健康づくりの重要性や全国健康保険協会の取組内容を

広く周知するため、国土交通省海事局（船員政策課長）、水

産庁（漁政部企画課長）、全国健康保険協会船員保険部（船

員保険担当理事）の三者で船員の健康づくりに関する鼎談を

実施し、令和７年８月の水産経済新聞に特集記事広告として

掲載。

⚫ なお、当該鼎談記事については増刷し、船舶所有者へ送付。

（令和７年９月）

２．鼎談記事の掲載

【水産経済新聞社提供、著作権承諾番号R07-0056】

令和７年10月21日面談
（右から北川理事長、藤田水産庁長官、稼農理事）

令和７年10月7日面談
（右から北川理事長、国土交通省新垣海事局長、稼農理事）



３．「船員の健康づくり宣言」

⚫ 自社における健康づくりの実施状況を確認することで今後

の取組に活かしていただくことを目的とした「船員の健康

づくりに関する振り返りチェックシート」をエントリー船

舶所有者327社へ送付（令和７年５月）。246社から提出。

⚫ 協会支部（北海道、東京、千葉、神奈川、兵庫、福岡、長

崎）へ勧奨協力依頼を実施。今回新たに熊本支部へも協力

依頼実施。（令和７年５月）
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⚫ 「船員の健康づくり宣言」エントリーの勧奨と船員の健康づくりに取り組む阻害要因等をヒアリングするため、船舶所有者訪問

を実施。

４．船舶所有者訪問

訪問時期 訪問先（都道府県） 訪問社数 エントリー獲得数

令和７年６月～７月 宮城県、東京都、神奈川県、大阪府、兵庫県、愛媛県、福岡県
※被保険者数が多い船舶所有者が複数所在する地域を選定

48社 25社

⚫ 令和６年度に引き続き、船員デンタルケアキットをアク

ティブコースの支援メニューとして提供。令和７年９月30

日時点で56社（1,934名分）より利用申込があり、うち135

名がスマートフォン用セルフチェックアプリを使用。

⚫ 食事に課題を抱える船舶所有者が多いことから、アクティ

ブコースの支援メニューに「食事・栄養WEB相談室」（オン

ライン実施）を追加し提供開始。（令和７年８月）

「船員の健康づくり宣言」エントリー数
（令和７年９月30日時点）

令和7年度KPI：390社（対前年度比60社増加）

367社（＋37）             

アクティブコース：117社（+23）［汽船105（+21） 漁船12（+2)］

シンプルコース ：250社（+14）［汽船212（+12） 漁船38（+2)］

カッコ内は対前年度末からの増減数

【訪問時にヒアリングした主なご意見】

✓ 生活習慣病予防健診を受診できる健診機関を増やしてほしい。

✓ 「かんたん栄養レシピ」について、エスニック料理等の外国人向けのメニューを取り入れてほしい。



６．船員保険健康アプリ

⚫ 「船員保険健康アプリ」は、健診結果の閲覧、健診結果に基づく個別の改善アドバイス、健康情報配信、船員保険部から

の最新情報配信、歩数の記録ができる機能等が備わっている。

５．オーダーメイド通知

⚫ 加入者の健康意識の醸成や生活習慣の改善の促進を

図るため、個々の健診結果に応じた健康状態の説明

や食事・運動等に関する生活習慣の改善方法などを

掲載したオーダーメイド型の情報提供通知を送付し

ている。

⚫ 令和７年度については、下記のとおり７つのセグメ

ントに分けて７月末より毎月発送。（令和７年９月

30日時点で4,306件発送）

【令和７年度版オーダーメイド通知［医療機関受診勧奨版］（一部抜粋）】

令和7年度
対象者区分

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

医療機関の受診
が必要な方

医療機関の継続
受診が必要な方

特定保健指導の
積極的支援に該
当した方

特定保健指導の
動機付け支援に
該当した方

生活習慣の改善
が必要な方

35～39歳で特定
保健指導レベル
に該当した方

昨年度特定保健
指導に該当した
方
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船員保険健康アプリ登録状況
（令和７年９月30日時点）

2,964名（+339）

カッコ内は対前年度末からの増減数

［汽船2,628（+315） 漁船321（26） 任意継続15（-2）］



７．オンライン禁煙プログラム

⚫ 船員保険被保険者は他健保組合に比べ喫煙率が高いことから、喫煙者に対する個別

禁煙指導を、スマートフォン用アプリを介したオンラインで実施するプログラムを

提供。プログラムは自身の状況に応じて３か月と６か月のいずれかの実施期間を選

択可能。

⚫ 利用勧奨として、全被保険者に対して利用案内チラシを送付。（令和７年４月）

⚫ 船員の健康づくり宣言エントリー事業所へ送付する健康情報誌やオーダーメイド通

知、健康度カルテ送付時に利用案内チラシを同封し送付。（令和７年７月～９月）

【オンライン禁煙プログラムの利用案内チラシ】
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オンライン禁煙プログラム
実施状況

（令和7年9月30日時点）

登録者数 終了者数

209名 36名

・3か月プラン：64名
・6か月プラン：145名

・3か月プラン：11名
・6か月プラン：25名KPI：終了者数100人以上

８．健康度カルテ

⚫ 船舶所有者において、健康づくりの取組を促進する際に参考として活用してい

ただくため、健診結果データやレセプトデータを船舶所有者単位で集計し、メタ

ボリスクや食習慣、運動習慣等の健康課題を「見える化」した「健康度カルテ」を

作成（※）。令和7年10月に対象の船舶所有者（1,938社）へ提供した。

※健康度カルテは船舶所有者毎の健診データ数が10名以上の通常版と、健診

データ数が3名～9名の簡易版（通常版からレセプト情報を除いたもの）の2パ

ターン作成

【令和7年度版健康度カルテ（一部抜粋）】



⚫ 船員は陸上勤務者よりも高ストレス者が多いという背景から、今後船員保険への加入が見込まれる海上技術学校等の船員

養成機関の学生を対象に、メンタルヘルス及び船員保険制度等に関する特別講義を実施。

⚫ なお、メンタルヘルスの講義に関しては、講義内容がより定着するよう、まず各学校でメンタルヘルスに関する基本知識

やセルフケアの手法等について説明し、その後、練習船での乗船体験を通じて各自が感じたストレス及びその解消法等に

ついてグループワークを行う講義も実施（※）。※練習船での講義は海技教育機構管轄の学校に限る

⚫ 令和７年度の実施に向けて海技教育機構を訪問し協議を実施。（令和７年６月）

⚫ 海技大学校にてメンタルヘルスに関する特別講座を実施。（令和７年９月）

⚫ 海技教育機構傘下の養成校（8か所）にてメンタルヘルスに関する特別講座を実施予定。（令和７年10月～令和７年12月）

１０．船員養成校の学生に対する特別講義
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⚫ 船員保険加入者等のヘルスリテラシーの向上を図るため、船員災害防止協会等の関係団体が開催する研修会及び船舶所有

者に講師を派遣し出前健康講座を開催している。

⚫ 船員災害防止協会を訪問し、当該協会の地方支部で開催する船員災害防止大会において講座を利用いただくよう要請。

（令和７年５月）

⚫ 「船員の健康づくり宣言」のアクティブコースエントリー船舶所有者に対して健康課題に応じた講座を実施できるよう面

談を通じて調整を図っている。（随時）

９．出前健康講座

出前健康講座
実施状況

（令和７年９月30日時点）

船舶所有者向け 関係団体向け 合計

18回 9回 27回



⚫ 季節ごとの旬の食材を使い、エネルギーや脂質、塩分を控えた「かんたん

栄養レシピ」を作成しホームページに掲載（令和７年３月）、メルマガや

船員保険健康アプリでの紹介を実施。（随時）

⚫ 「かんたん栄養レシピ」を印刷製本し、船員保険通信とあわせて全船舶所

有者へ提供。希望する船舶所有者にはインドネシア語及び英語を併記した

翻訳版を提供。（令和７年９月）

⚫ インドネシア語及び英語を併記した翻訳版をホームページへ掲載。（令和

７年９月）

１２．かんたん栄養レシピの提供

かんたん栄養レシピ
翻訳版 日本語版

発送状況
（令和７年９月30日現在） 107冊（23社） 3,881冊（3,838社）

【かんたん栄養レシピ：インドネシア語、英語版（一部抜粋）】

⚫ 船員の健康づくりを推進するための船舶所有者と船員保険部の架け橋としての役割を担っていただく担当者を「船員健康

づくりサポーター」として委嘱している。

⚫ 「船員健康づくりサポーター」は「船員の健康づくり宣言」を実践するほか、「シンプル」「スタンダード」「アクティ

ブ」の3つのコースに応じて、健康づくり以外にも船員保険全般にかかる広報等の役割も担っていただいている。

１１．船員健康づくりサポーター

船員健康づくりサポーター
委嘱状況

（令和7年9月30日現在）

シンプルコース スタンダードコース アクティブコース 合計

261（＋28） 27（＋5） 39（+11） 327（+44）

カッコ内は対前年度末からの増減数

［汽船225（＋25） 漁船36（＋3）］ ［汽船24（+5） 漁船3（＋0）］ ［汽船32（+7） 漁船7（+4）］ ［汽船281（+37） 漁船46（+7）］
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１３．健診実施機関の拡充

⚫ 健診受診者数の増加や疾病の早期発見・重症化予防につなげるため、健診実施機関の拡充を行うことで、加入者がより受
診しやすい環境を整備することは重要な取組である。

⚫ そのため、船員の居住分布と契約健診機関の地域的偏在性を分析し、地域の状況に精通した協会けんぽ支部の協力を得て、
訪問による契約勧奨の取り組みをスタートした。

⚫ まず、令和7年1月23日及び24日に、宮城支部の協力の下、沿岸部にある中核病院3機関へ訪問による勧奨を実施し、
 うち1機関は令和8年4月以降の契約を検討していただいている。

⚫ 続いて、令和7年6月13日に、熊本支部の協力の下、現在契約健診機関がない熊本市内等の健診機関等3機関へ訪問によ
る勧奨を実施し、2機関について今後の契約を前向きに検討いただけることとなった。なお、1機関は８月に契約を締結し、
1機関は令和9年4月以降の契約を検討いただいている。
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